電子商品売買契約書

　売主＿＿＿＿＿＿（以下「甲」という）、買主＿＿＿＿＿＿（以下「乙」という）は甲乙間において、以下の通り契約する。

（商品の特定）

第１条
目的となる商品（以下「本商品」という）は、次の通りとする。

①
サイトを最終更新時と同じ状態を再現できるデータ（以下「商品①」という）このデータとは最終更新時にサイト管理者側で作成したデータと管理サーバから生成したデータのことである。一般閲覧者が投稿したデータは含まれない。

②
サーバ本体（以下「商品②」という）

③
ドメイン（http://___________＿＿＿＿＿＿_）（以下「商品③」という）

④
卸し取引先情報（以下「商品④」という）

⑤
ノウハウ習得のための技術研修（研修の内容については後述）（以下「商品⑤」という）

⑥
最終更新時を再現するために使用する素材（以下「商品⑥」という）

⑦
サイトの機能をまとめた仕様書（以下「商品⑦」という）

（運用目的の明記）

第２条
乙は甲に対し運用目的を明記した誓約書を納品前に提出しなくてはならない。

（商品代金総額）

第３条
本商品の総額は、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円也とする。

（納品条件）

第４条
甲は本商品を、平成＿＿年＿＿月＿＿日までに、＿＿県＿＿市＿＿町＿＿丁目＿＿番＿＿号の乙の事務所に郵送または持参して納入する。なお、納入に要する費用は、甲が負担する。

（商品代金の支払）

第５条
商品代金の支払は、前条の商品検査終了後、＿日以内に、甲の指定する銀行口座に振込む方法にて行う。

（遅延損害金）

第６条
乙が、第４条の代金の支払を遅延したときは、商品代金に日歩10銭の計算による遅延損害金を支払う。

（所有権）

第７条
本商品の所有権は、商品代金支払完了と同時に、乙に移転する。

（移管作業）

第８条
移管作業時に甲の責に帰すべき問題が発生した場合、甲は乙に対し損害を負担する。

（移管後の不具合保守）

第９条
移管後に＿ヶ月以内に発見された不具合について甲に明らかな責が認められる場合、甲は乙に対し損害を負担する。ただし誓約書に記載された運用目的以外で損害を受けた場合、甲は損害を負担する責任を持たない。

（契約解除）

第１０条
乙は誓約書通り運用を行っている限り本商品に仕様書に記載されていない隠れた瑕疵がある場合または仕様書に詐称がある場合＿ヶ月以内であれば乙は甲に対し契約を解除し代金返却もしくは代金減額又は損害賠償を請求することができる。

（契約破棄）

第１１条
乙が誓約書に記載した運用目的以外で損害を受けた場合、甲は乙に対し損害賠償を受ける義務はなく、契約を一方的にを破棄できる。この場合、返金の義務はない

（合意管轄）

第１２条
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲（あるいは乙）の本店所在地を管轄する裁判所とする

本契約の成立を証するために本書２通を作成し、甲乙各その１通を保持する。

　　　＿＿年＿＿月＿＿日

甲　住所　_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

社名　_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
代表取締役　＿＿＿＿＿＿＿＿　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

乙　住所　_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

社名　_____＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代表取締役　＿＿＿＿＿＿＿＿　　　印

